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～茨城カウンセリングセンターのご案内～ 

(公財)茨城カウンセリングセンターは，茨城県と県内の産業界との協力により設立さ

れたカウンセリングの専門機関です。 

 職場や家庭での人間関係，孤独や不安な気持ちで苦しんでいる方，自らの生き方に悩

んでいる方・・・どうかひとりで背負わないで，お気軽にご相談ください。ご相談内容

の秘密は厳守いたします。 

 場所 面接日 面接料金  

カウンセリングは 

予約制です。 

まずはお電話で 

お申し込みください。 

電話 029-225-8580 

 

 

受付時間は 

月～金  9:00～17:00 

土   10:00～17:00 

センター 
水戸市桜川 2-2-35 

茨城県産業会館 14 階 

月～土 

10:00～18:00 

(日・祝日除く) 1 回につき

3,240 円 

 

 

面接時間は 

約 50 分 

牛久 

ルーム 

牛久市中央 1-16-1 

「ラウェル牛久」 

2 階小会議室 

 

(1 階は中央労働金庫

牛久出張所) 

月 1回実施 

（日程はお電話

等でご確認くだ

さい） 

13:00～17:00 

 

【お問い合わせ】 

 公益財団法人茨城カウンセリングセンター 

   水戸市桜川 2-2-35 茨城県産業会館 14 階 

電話：029-225-8580 

     URL ：http://www.sunshine.ne.jp/~iccnet/ 
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 ものづくりに関する様々な技術が学べる「茨城県立産業技術専門学院」では，

現在，高校卒業以上の方を対象として，２０１７年度入学生の追加募集をして

います。 

 学費は県立高校並みで，複数の資格が取得でき，毎年，ほとんどの修了生が

県内の企業に正社員として採用されるなど，就職に強いのが特徴です。 

 また，18 歳以上の若年求職者を対象とする無料の短期課程もあります。 

（ハローワークでの職業相談が必要です） 

 学院では基礎から丁寧に指導しており，高校の普通科出身の方でも専門的な

知識や技術を身につけることが出来ます。もちろん女性も大歓迎です。 

 選考試験の日程等について，詳しくは各学院にお問い合わせください。 

 

【募集中の訓練科】※募集定員はいずれも若干名 

 ［水戸］建築システム科，電気工事科 

 ［日立］金属加工科 

 ［鹿島］プラント保守科， 

     生産 CAD 科（短期課程） 

 ［土浦］機械技術科，コンピュータ制御科 

     IT 技術科（短期課程） 

 ［筑西］機械システム科，電気工事科 

     金属加工科（短期課程）   

【選考内容】 

 学院によって異なります。詳しくは各学院にお問い合わせください。 

 
●水戸産業技術専門学院（水戸市下大野町 6342） 

 TEL029-269-2160 

 http://www.ibaraki-it.ac.jp/gakuin/ 

●日立産業技術専門学院（日立市西成沢町３－９－１） 

  TEL0294-35-6449 

 http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/hisansen/kunren/index.html 

●鹿島産業技術専門学院（鹿嶋市大字林５７２－１） 

  TEL0299-69-1171 

 http://business2.plala.or.jp/kasigise/index. 

●土浦産業技術専門学院（土浦市中村西根番外 50） 

 TEL029-841-3551 

  http://www.t-gakuin.ac.jp/ 

●筑西産業技術専門学院（筑西市玉戸１３３６－５４） 

  TEL0296-24-1714 

 http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chikusansen/kunren/index.html 

【茨城県ものづくり人材育成ブログ】 

 訓練の様子やオープンキャパスの結果などを掲載しています。 

 http://blog.livedoor.jp/shokunoibaraki/ 

 

【問い合わせ先】 

 商工労働観光部職業能力開発課 人材育成グループ  

 TEL 029-301-3653  E-mail shokuno@pref.ibaraki.lg.jp 

２０１７「茨城県立産業技術専門学院」入学生募集中！ 
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これまで、男女雇用機会均等法(以下「均等法」)により、事業主には職場におけるセクシュアル 

ハラスメント防止措置を講ずることが義務づけられていましたが、改正均等法及び改正育児・介護 

休業法により、平成29年1月より、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止 

措置も、事業主に義務付けられています。  
１ 職場におけるセクシュアルハラスメントとは？ 

 

 

   

２ 職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは？ 

 

 

 

 

 

３ 上記１、２のハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置 

 各ハラスメントとも、事業主が講ずべき措置については厚生労働大臣の指針に定められています。 

 以下の①～⑤に関する措置が必要です。詳しくは、厚生労働省ホームページ

（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137178.html）もご確認ください。 

① ハラスメントがあってはならない旨等の方針の明確化及びその周知・啓発 

② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

③ ハラスメントに関する相談があった場合の事後の迅速かつ適切な対応 

④ 妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置 

⑤ 相談者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知 

相談等を理由に不利益取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発 

 

４ 上記１、２のハラスメントを受けたときは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 労働局があなたのお力になります！ 

 

 

 

 
＜問い合わせ先＞ 茨城労働局雇用環境・均等室（相談・指導部門） ＴＥＬ 029-277-8295 

職場での妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントや 
セクシュアルハラスメントは許されません！ 

労働者の意に反する「性的な言動」（性的な冗談や、食事やデートへの執拗な誘い、不必要な身体 

接触 等）により就業環境が害されることで、同性に対するものも含まれます。 

 

妊娠中や出産後に利用できる制度や育児休業、介護休業の利用に関する言動や女性労働者が妊娠し

たこと、出産したこと等に関する言動により就業環境が害されることです。 

（典型的な例） 

上司に妊娠の報告をしたところ「他の人を雇うので早めに辞めてもらうしかない」と言われた 等 

 

○はっきりと意思を伝えましょう 

 ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されません。「やめてください」「私はイヤ

です」とあなたの意思を伝えましょう。 

黙って我慢していると事態をさらに悪化させてしまうことがあります。問題を解決していくことが、

同じように悩んでいる他の人を救うことにもつながります。 

○会社の窓口に相談しましょう 

 ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の相談窓口担当者や信頼できる上司に

相談しましょう。労働組合がある場合は、労働組合に相談する方法もあります。 

 

会社で対応してもらえない場合や社外で相談したいときは、茨城労働局雇用環境・均等室（連絡先下記

参照）にご相談ください。相談に応じ問題解決のお手伝いをします。匿名で相談することも可能で、プ

ライバシーは厳守します。相談はすべて無料です。 

 



主催：茨城労働局、茨城県、茨城県内各ハローワーク

共催：水戸市、土浦市、土浦地区雇用対策協議会

（受付12:00～，4クールで実施）

事前予約不要 参加無料入退場自由

土浦市城北町２－２４（ＪＲ常磐線土浦駅西口より徒歩約12分）

■対象者は、２０１８年（平成３０年）３月大学等（大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校）

の卒業予定者及び卒業後概ね３年以内の方になります。参加方法等詳しくは裏面をご覧ください。

水戸会場

参加企業数

6３社

土浦会場

参加企業数

40社

（受付１2:00～，4クールで実施）

水戸市宮町１－６－１ （ＪＲ常磐線水戸駅南口より徒歩約３分）

履歴書不要
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今期の事件の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）取扱状況 

平成28年における調整事件の取扱件数は１件で，組合側からの新規申請でした。 

なお，新規係属事件を業種別にみると，「教育，学習支援業」が１件でした。 

昨年と比較すると，事件数は，５件少なくなっています。 

 Ｈ27年 Ｈ28年 前年比 

調整事件数 ６件 １件 △５件 

 

（２）終結状況 

係属した事件１件が終結しました。終結状況は，あっせん案受諾による解決が１件でした。 

労働委員会の窓から 
 

平成 28 年 12 月１日～平成 2９年１月 31 日 

 

労働委員会は，中立・公正な立場で，労使紛争の解決に向けて争議の調整や不当労働

行為の審査などを行っています。労働組合や使用者だけでなく，労働者個人で利用できる

あっせん制度もありますので，是非ご活用ください。 

 

     審査事件  (
労働組合又は労働者からの申立てにより,不当労働行為に

該当するかどうかを判定し,該当する場合救済を図る制度) 

・・・・当該期間中に新規申立てはありませんでした。係属中の事件は２件です。 

 

     調整事件（
労働組合と使用者との間の紛争に 

ついて話合いにより解決を図る制度） 
・・・・当該期間中に新規申請はありませんでした。係属中の事件はありません。  

 

     個別あっせん事件 (
労働組合に加入していない労働者等と使用者との

間の紛争について話合いにより解決を図る制度) 
・・・・当該期間中に新規申請はありませんでした。係属中の事件は１件です。 

 

１．調整事件 

平成 28 年における労働委員会の活動状況を報告します 
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（１）取扱状況 

平成28年における不当労働行為事件の審査の取扱件数は４件でした。前年からの繰越しが２

件，新規申立てが２件でした。 

昨年と比較すると，事件数は，１件多くなっています。 

 Ｈ27年 Ｈ28年 前年比 

審査事件数 ３件 ４件 ＋１件 

 

（２）終結状況 

係属した事件４件のうち，２件が終結し，２件は翌年へ繰り越しました。終結状況は，一部

救済命令が２件でした。 

 

 

 

 

（１）取扱状況 

平成28年における個別的労使紛争に係るあっせんの取扱件数は８件で，前年からの繰越しが

１件，新規申請が７件であり，全て労働者からの申請でした。 

なお，新規係属事件を業種別にみると，「建設業」が１件，「製造業」が１件，「卸売業，小

売業」が２件，「医療，福祉」が１件，「サービス業」が２件でした。 

昨年と比較すると，事件数は，６件多くなっています。 

 Ｈ27年 Ｈ28年 前年比 

個別あっせん事件数 ２件 ８件 ＋６件 

 

（２）終結状況 

係属した事件８件のうち，７件が終結し，１件は翌年に繰り越しました。終結状況は，あっ

せん案受諾による解決が３件，打切りが４件（うち不開始３件）でした。 

 

（３）労働相談 

平成28年に労働委員会が直接受け付けた個別的労使紛争に関する労働相談は，48件（個別あ

っせんに係る労働相談会における６件含む）でした。 

相談内容は，「経営又は人事」に関するものが18件，以下，「賃金等」関係が14件，「労働条

件等」関係が９件，「職場の人間関係」が６件及び「その他」が11件でした。 

（※複数項目に該当する相談があるため，相談件数と相談内容の内訳の計は一致しません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】；茨城県労働委員会事務局 
 
〒310－8555 水戸市笠原町 978 番 6 
TEL029－301－5563（総務調整課），029－301－5568（審査課） 
E-mail roudoui@pref.ibaraki.lg.jp 
URL http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/roudoui/index.html 

～労使紛争の迅速・的確な解決を目指します～ 

２．審査事件 

３．個別的労使紛争に係るあっせん事件 
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県内には，7 箇所の勤労青少年ホーム及び 6 箇所の働く婦人の家があり，中小企業等で

働く青少年や女性労働者の福祉の増進を図るため，スポーツやレクリエーション，文化教

養等の余暇活動を行う場を提供しています。 

詳細については，各勤労青少年ホーム及び働く婦人の家へお問い合わせください。 
 

●勤労青少年ホーム一覧 

名称 所在地 電話番号 

土浦市勤労青少年ホーム 土浦市文京町 9－2 029－822－7921 

古河市総和勤労青少年ホーム 古河市北利根 10 0280－92－2505 

石岡市勤労青少年ホーム 石岡市石岡 2149－3 0299－24－0322 

下妻市勤労青少年ホーム 下妻市砂沼新田 15 0296－43－7423 

取手市立勤労青少年ホーム 取手市白山 5－1－1 0297－73－5671 

かすみがうら市勤労青少年ホーム かすみがうら市稲吉 2－6－25 029－831－5896 

境町勤労青少年ホーム 猿島郡境町長井戸 1689－1 0280－87－5858 

 

 

●働く婦人の家一覧 

名称 所在地 電話番号 

日立市女性センター 日立市鮎川町 1-1-10 0294－36－0554 

古河市働く女性の家 古河市北利根 10 0280－92－2505 

下妻市働く婦人の家 下妻市今泉 240 0296－43－7929 

取手市立働く婦人の家 取手市白山 5-1-1 0297－73－5671 

つくば市働く婦人の家 つくば市沼田 40-2 029－866－2127 

かすみがうら市働く女性の家 かすみがうら市稲吉 3-15-67 029－831－2234 

 

 

 

茨城労働 Seed 茨城県商工労働観光部労働政策課  

3 月号 第 698 号            〒310-8555 水戸市笠原町 978 番 6 

平成 29 年 3 月発行          TEL 029-301-3635 

http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/seed/index.html 

 

勤労青少年ホーム・働く婦人の家を利用しましょう 


